
 

大臣指示 

（７月８日 ９：４５） 

 

 

１． 人命救助を最優先に、関係機関と連携して、被災者の 

救出・救助の支援に全力で当たること。 

 

２． 引き続き、被害状況の把握と、必要な災害応急対応に 

ついて、関係機関と一体となって取り組むこと。 

 

３． 一日も早く被災地の生活や物流機能が元に戻るよう、イ

ンフラの早期復旧に取り組むこと。また、復旧支援にあ

たっては、被災自治体に寄り添い、早期着手と再度災害

防止に留意しつつ、全力をあげて取り組むとこと。 

 

４． 特に、これから暑い時期を迎えることから、被災者の方

の住環境についても、借り上げ型の仮設住宅や公営住宅

等公的賃貸住宅の確保も含め、先手先手で準備を進める

こと。 

 

 

以上 


